
警察の関与を求めたほうがよい場合がある。  

⑩ 虐待・ニグレクトが疑われる時： 

通常，司法解剖の対象である。総合調整医

と協議の上，警察への届出について検討する。 

 

Ⅵ．ご遺体を返す前に確認すべきこと 

① 解剖終了時，所見・臓器・検体の取り忘れ，

器具の置き忘れがないか，書記と執刀者が確

認する。 

 

Ⅶ．切り出しの原則 

① 臓器は，できるだけ解剖時に切り出す。 

② ホルマリン固定後切り出すほうが望まれる場

合は，以下のとおり。 

 (1)疾患によって病変の出やすい部分を系統的

に切り出す場合（例，冠状動脈硬化症，肺炎） 

 (2)割面が平面とならず，連続ブロックの作成や

再構成が困難な場合。 

 (3)病変の分布をスケッチしてから切り出さね

ばならない場合。 

 (4)肉眼所見が重要な場合，または，病変が小さ

く，写真の出来上がり後に切り出したい場合。 

 (5)脳，脊髄に病変・損傷が予想される場合。 

③ 切り出し時，適宜，写真撮影，スケッチ，ま

たはコピーをする。 

④ 切り出し対象は，肉眼的病変部・損傷部，及

び，医療行為に関する評価を要する臓器。ま

た，系統的な疾患の場合には，以下のような

配慮が必要である。 

⑤ 疾患別の切り出し対象は，以下のとおり。 

 (1)神経，筋疾患が疑われる場合，骨格筋を系統

的に採取する。 

 (2)血液疾患の時，大腿骨髄，椎体骨髄，肋骨骨

髄，腸骨骨髄を採取する。 

 (3)膠原病の場合，病変に応じて，皮膚，滑膜，

耳下腺等をとる。 

 (4)肺塞栓症の時，閉塞の疑われる四肢の静脈を

系統的に開き，血栓ある時保存。 

 (5)原発巣不明の癌の場合，乳腺，耳下腺，副鼻

腔上咽頭などを検索する。 

 (6)その他，必要に応じて，内頚動脈，頚椎，椎

骨動脈，海綿動脈洞，内耳，末梢神経，交感

神経幹の他，眼球（遺族の許可が必要）など

を採取する。 

⑥ ルーチンで切り出す部の番号を決めると便利

である。例えば，＃1「肝右葉」，＃2「肝左葉」，

＃3「右腎」，＃4「左腎」，＃5「右副腎」，＃6

「左副腎」，＃7「脾」，＃8「右心房室」，＃9

「左心房室」，＃10「膵尾部」，＃11「甲状腺」，

＃12「副甲状腺」，＃13「大腿骨髄」，＃14「椎

体骨髄」，＃15「下垂体」，＃16「両肺」（肺は

領域差を考慮し，左右各葉１ 個以上程度切り

出す。その他，必要な場合，内性器などを切

り出す。 

脳には，Ｂ番号をつけると分りやすい。＃

B1「前頭葉」，＃B2「基底核」，＃B3「視床」，

＃B4「海馬」，＃B5「中心前回」，＃ B6「後頭

葉」，＃B7「小脳」，＃B8「中脳」，＃B9「橋」，

＃B10「延髄」，＃B11「脊髄」。大脳は左側前

面，脳幹，脊髄は下面を切り出す。 

⑦ 小さな切片は脱灰カゴか脱脂袋に入れる。必

要なものは面を指定する。 

⑧ 特殊染色や免疫染色については，必要に応じ

て実施する。 

   作作製標本数は，およその目安としては 30

～50 枚程度。 

 

Ⅸ．臓器の保存・返却等 

臓器（ホルマリン固定）は，解剖実施場所で 5

年を目処に保存し，パラフィンブロック・プレパ

ラートの保存期間は，5 年以上，任意の期間とす

る。ただし，遺族の返還要求には応じなければな

らない。なお，解剖例の番号はモデル事業の事例

番号をつけ，病理剖検輯報への登録は行わない。 

 

３．特殊検査 

Ⅰ．薬毒物検査 

① 送付試料の種類: ①右心血，尿を，各々5ml

以上，清潔な密閉試験管に容れる，②血液採

取不可能な場合，肝臓・腎臓・大腿筋の内，1
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